










要割印

収入印紙

１　事業名 猿政山国有林保安林総合改良整備事業

２　事業場所 島根県仁多郡奥出雲町　猿政山国有林

３　事業量 別紙　事業内訳書のとおり

４　事業期間 契約締結日の翌日から

令和8年10月30日まで

ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、事業内訳書のとおり

５　請負金額

〔注〕「取引に係る消費税額」は、消費税法第28条第１項及び第29条並びに地方

税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、請負金額に

10/110を乗じて得た額である。

６　選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除

の区分

×

×

×

×

×

×

×

×

×

７　支給材料及び貸与物件          

 前金払 　　　分の　　以内

 中間前金払 

 部分払 １回以内

数　量品質規格

 第35条第4項

引渡予定場所

 国庫債務負担行為に係る契約の特則

品　　名 引渡予定月日

(案)

（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額

金         円也）

森林整備事業請負契約書

選択条項

 第4条第1項第2号 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

 第4条第1項第4号

 履行保証保険契約の締結 

 契約保証金の納付 

 第4条第1項第5号

金         円也

選択事項 

 第35条第1項

 第40条

 第38条

 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証  第4条第1項第3号

 第4条第1項第1号

 第15条 支給材料及び貸与品 

 公共工事履行保証証券による保証
































